
様式第 8号（第 13条関係） 

令和５年 12月４日 

 

積算疑義申立てに係る調査結果報告書 

 

契 約 番 号 ５０５１００００５０ 

建 設 工 事 名 令和５年度 （都）鷲津駅谷上線道路整備工事（その８） 

落 札 決 定 日 令和５年 11月 22日 

疑義申立受付日 令和５年 11月 27日 

申 立 内 容 

（ 指 摘 内 容 ） 

・残土処分費の全ての金額が経費に加算された価格になってお

り、違算していると思われる。 

調 査 結 果 

共通仮設費、現場管理費及び一般管理費について、処分費等

が共通仮設費対象額の３％の金額を率計算の対象とし、３％を

超える金額を率計算の対象としないで計上すべきところを、処

分費等の全額を率計算の対象として計上していました。 

以上により、設計金額が 480,000円（税抜）過大となってい

ました。 

また、予定価格が 480,000円（税抜）過大、最低制限価格が

390,000円（税抜）過大となっていました。 

入 札 の 取 扱 い 

 下記、表１・２のとおり予定価格及び調査基準価格を修正し

た価格に置き換えた場合、入札結果が変わります。 

 

＜表１：現行（修正前）の入札結果＞     （税抜） 

予定価格：9,720,000円 最低制限価格：8,700,000円 

 入札価格 結果 

Ａ社 8,310,000円  失格（最低制限価格未満のため） 

Ｂ社 8,500,000円 失格（最低制限価格未満のため） 

C社 9,250,000円 落札 
  

 

＜表２：本来（修正後）の入札結果＞     （税抜） 

予定価格：9,240,000円 最低制限価格：8,310,000円 

 入札価格 結果 

Ａ社 8,310,000円  落札 

Ｂ社 8,500,000円 参加 

C社 9,250,000円 予定価格超過 
  



 

本件については、規程第７条第１項ただし書により落札者の

決定を取り消さないことができる「設計違算の内容が落札者の

決定に影響を与えないとき」に該当しないため、同条同項本文

により落札者の決定を取り消しました。 

工 事 担 当 課 都市整備部 土木課 連 絡 先 053-576-4547 

工 事 主 管 課 都市整備部 土木課 連 絡 先 053-576-4547 

契 約 担 当 課 総務部 契約検査室 連 絡 先 053-576-1178 

※規程…湖西市建設工事に係る設計違算及び積算疑義申立てに関する事務取扱規程 


